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特集
　どうなる実務対応
　　消費増税を考える

　

今
回
の
消
費
税
等
の
改
正
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

・�

平
成
二
六
年
四
月
一
日
よ
り
税
率
を
八
％

（
消
費
税
六
・
三
％
、
地
方
消
費
税
一
・

七
％
）
と
す
る
。

・�

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
よ
り
税
率
を
一

〇
％
（
消
費
税
七
・
八
％
、
地
方
消
費
税

二
・
二
％
）
と
す
る
（
図
１
）。

　

低
所
得
者
へ
の
配
慮
と
し
て
、
給
付
つ
き
税

額
控
除
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
含
む
）
が
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
軽
減
税
率
（
複
数
税
率
）

の
検
討
も
加
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
修
正

案
７
条
１
ロ
）。

　

消
費
税
等
の
税
率
改
正
は
平
成
九
年
四
月
一

日
よ
り
三
％
か
ら
五
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
が
、
今
回
は
平
成
二
六
年
四
月
と
そ
の
一
年

六
カ
月
後
の
平
成
二
七
年
一
〇
月
の
二
回
に
わ

た
り
、
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
税
率
引
上
げ
を
二
％
な
い
し
三

％
程
度
に
留
め
て
、
景
気
へ
の
マ
イ
ナ
ス
効
果

を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
た
め
で
、
諸
外
国
の

例
を
見
て
も
一
挙
に
五
％
も
引
き
上
げ
る
例
は

な
い
よ
う
で
す
（
注
１
）。

消
費
税
改
正
の
概
要

１　
消
費
税
等
の
税
率
引
上
げ

　

消
費
税
率
を
引
き
上
げ
る
「
社
会
保
障
の
安

定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改

革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
案
」お
よ
び
修
正
案（
以
下「
税

制
改
正
法
案
」
お
よ
び
「
修
正
案
」
と
い
う
）
が

平
成
二
四
年
八
月
一
〇
日
に
参
議
院
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。
社
会
保
障
・
税
一
体
化
改
革
と
し

て
、
も
と
も
と
消
費
税
以
外
に
、
所
得
税
、
相

続
税
、
贈
与
税
を
改
正
項
目
と
し
て
取
り
上
げ

て
い
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
消
費
税
の
み
が

改
正
項
目
と
し
て
絞
ら
れ
ま
し
た
。
改
正
の
内

容
は
、
消
費
税
率
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
も

の
で
あ
り
、
国
民
生
活
の
み
な
ら
ず
、
企
業
経

営
に
も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
改
正
の
内
容
と
注
意

す
べ
き
事
項
、
企
業
実
務
と
し
て
施
行
ま
で
に

何
を
し
て
お
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

き
解
説
を
し
ま
す
。
な
お
、
関
連
す
る
政
令
等

は
、
現
時
点
（
八
月
二
七
日
現
在
）
で
は
ま
だ

公
表
さ
れ
て
い
な
い
た
め
詳
細
な
内
容
は
明
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
成
九
年
四
月
に
税
率

の
改
正
（
三
％
か
ら
五
％
）
を
行
っ
た
と
き
と

同
様
の
措
置
等
が
想
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ

ら
を
参
考
に
解
説
し
ま
す
。

２　
経
過
措
置

　

今
回
の
法
律
案
の
附
則
で
は
、
施
行
日
（
平

成
二
六
年
四
月
一
日
）
前
に
契
約
し
た
場
合
の

取
扱
い（
修
正
案
附
則
５
条
３
項
、４
項
、５
項
）

や
、
施
行
日
を
ま
た
い
だ
取
引
の
取
扱
い
（
修

正
案
附
則
５
条
１
項
、
２
項
）、
ま
た
消
費
税
等

を
計
算
す
る
上
で
留
意
す
べ
き
も
の
（
修
正
案

附
則
６
条
〜
12
条
）
を
経
過
措
置
と
し
て
設
け

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
平
成
九
年
四
月
当
時

の
経
過
措
置
と
、
基
本
的
に
は
同
じ
考
え
方
の

も
の
で
す
。

　

企
業
実
務
で
、
事
前
に
準
備
等
が
必
要
な
項

目
は「
施
行
日
前
に
契
約
し
た
場
合
の
取
扱
い
」

で
す
の
で
、
こ
れ
を
中
心
に
解
説
し
ま
す
。

（
１
）
施
行
日
前
に
契
約
し
た
場
合
の
取
扱
い

　

平
成
二
六
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
①
」

と
い
う
）の
半
年
前
の
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日

（
以
下「
指
定
日
①
」と
い
う
）の
前
日
ま
で
に
締

結
し
た
特
定
の
契
約
は
、
完
成
や
引
渡
し
、
役
務

提
供
等
が
施
行
日
以
後
と
な
っ
た
と
し
て
も
五

％
の
税
率
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
ま
す
。ま
た
平

成
二
七
年
一
〇
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
②
」
と

い
う
）か
ら
は
一
〇
％
の
税
率
と
な
り
ま
す
が
、

指
定
日
①
か
ら
平
成
二
七
年
四
月
一
日
（
適
用

日
②
の
半
年
前
：
以
下
「
指
定
日
②
」
と
い
う
）

の
前
日
ま
で
に
締
結
し
た
特
定
の
契
約
に
つ
い

て
は
、八
％
の
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す（
図
２
）。

図１　消費税等の税率引上げ

図２　経過措置

い
わ
ゆ
る
消
費
増
税
法
案
が
成
立
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、企
業
実
務
で
は

ど
の
よ
う
な
対
応
が
必
要
と
な
る
の
か
。

今
回
の
法
改
正
内
容
を
含
め
て
解
説
す
る
。

消
費
増
税
に
よ
る

企
業
実
務
へ
の

影
響

―
施
行
に
向
け
た
対
応
を
徹
底
解
説
―
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（注１）�白石浩介、東暁子「消費税引上げの影響と
課題」（『税務弘報』平成22年11月、130頁）。
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時事解説

は
じ
め
に

　

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
（
以

下
「
下
請
法
」
と
い
う
）
と
い
え
ば
、
メ

ー
カ
ー
が
注
意
す
べ
き
法
律
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
近
時
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ブ

ラ
ン
ド
（
以
下
「
Ｐ
Ｂ
」
と
い
う
）
商
品

の
取
扱
い
が
急
速
に
増
加
す
る
中
、
Ｐ

Ｂ
商
品
の
発
注
に
関
し
て
下
請
法
違
反

が
あ
っ
た
と
し
て
、
卸
・
小
売
業
者
が

公
正
取
引
委
員
会
（
以
下
「
公
取
委
」

と
い
う
）
か
ら
勧
告
を
受
け
る
ケ
ー
ス

が
相
次
い
で
お
り
、
メ
ー
カ
ー
だ
け
が

下
請
法
に
注
意
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
状

況
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
時
の
摘
発

の
流
れ
を
踏
ま
え
、
下
請
法
に
関
し
て

現
場
で
ど
の
よ
う
な
注
意
を
す
べ
き
か

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

Ⅰ　

メ
ー
カ
ー
以
外
の
企
業
も

　

次
々
と
摘
発

　

平
成
二
三
年
度
、
公
取
委
は
、
下
請

法
違
反
行
為
に
つ
い
て
一
八
件
の
勧
告

を
行
い
、
公
表
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の

う
ち
の
一
〇
件
、つ
ま
り
半
数
以
上
が
、

卸
・
小
売
業
者
に
よ
る
Ｐ
Ｂ
商
品
の
発

注
に
関
す
る
事
案
で
あ
っ
た
（
注
１
）。

が
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

下
請
法
上
の
「
親
事
業
者
」
と
し
て
、

厳
し
い
規
制
へ
の
対
応
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

２　

幅
広
い
取
引
が
下
請
法
の
対
象
に

　

下
請
法
は
、
親
事
業
者
が
下
請
事
業

者
に
対
し
て「
製
造
委
託
」「
修
理
委
託
」

「
情
報
成
果
物
作
成
委
託
」「
役
務
提
供

委
託
」
の
い
ず
れ
か
を
行
っ
た
場
合
に

適
用
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
自
社
の
取
引

で
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
か

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
、
下
請
法
遵

守
の
第
一
歩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

下
請
法
が
適
用
さ
れ
る
前
記
取
引
は
、

お
そ
ら
く
世
間
一
般
で
考
え
ら
れ
て
い

る
よ
り
も
、
は
る
か
に
幅
広
い
。
こ
の

こ
と
が
、
下
請
法
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
で
あ
る
。
以
下
、
具
体
的
に
見

る
こ
と
と
し
よ
う
。

（
１
）
製
造
委
託

「
製
造
委
託
」
と
は
、
事
業
者
（
メ
ー

カ
ー
に
限
ら
な
い
）
が
他
の
事
業
者
に

物
品
（
部
品
等
も
含
む
）
の
規
格
・
品

質
・
性
能
・
形
状
・
デ
ザ
イ
ン
・
ブ
ラ

ン
ド
等
を
指
定
し
て
製
造
を
委
託
す
る

こ
と
で
あ
る
。
メ
ー
カ
ー
が
部
品
の
製

造
を
委
託
す
る
よ
う
な
場
合
が
典
型
例

で
あ
る
が
、
卸
・
小
売
業
者
が
Ｐ
Ｂ
商

品
の
製
造
を
委
託
す
る
場
合
も
含
ま
れ

　

こ
の
よ
う
に
、
下
請
法
は
、
メ
ー
カ

ー
だ
け
で
は
な
く
、
極
め
て
幅
広
い
業

種
の
企
業
等
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
法
律
な
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

下
請
法
に
注
意
す
べ
き

　

企
業
・
取
引
と
は
？

１　

下
請
法
は

　

大
企
業
だ
け
の
も
の
で
は
な
い

　

下
請
法
の
規
制
を
受
け
る
「
親
事
業

　

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｂ
商
品
の
発
注
を
巡

る
勧
告
は
、
卸
・
小
売
業
者
に
よ
る
Ｐ

Ｂ
商
品
の
取
扱
い
の
増
加
に
伴
っ
て
、

こ
こ
数
年
で
激
増
し
て
い
る（
図
表
１
）。

Ｐ
Ｂ
商
品
の
発
注
に
下
請
法
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
勧
告
を
受
け

た
企
業
は
、
減
額
し
た
下
請
代
金
の
支

払
い
な
ど
の
経
済
的
な
負
担
を
強
い
ら

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
公
取
委
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
社
名
を
公
表
さ
れ
、
深
刻
な

レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク
に
も
直
面

す
る
た
め
、
下
請
法
を
知
ら
な
い
こ
と

は
企
業
の
死
活
問
題
に
も
な
り
か
ね
な

い
。

　

さ
ら
に
、
下
請
法
の
波
及
は
、
卸
・

小
売
業
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
平
成

一
五
年
の
法
改
正
で
、
後
述
す
る
「
情

報
成
果
物
作
成
委
託
」
と
「
役
務
提
供

委
託
」
が
下
請
法
の
対
象
に
追
加
さ
れ

た
結
果
、ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
作
成
委
託
、

建
築
設
計
図
の
作
成
委
託
、
放
送
番
組

等
の
制
作
委
託
、
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

業
務
の
委
託
、
広
告
の
制
作
委
託
、
雑

誌
に
掲
載
す
る
デ
ザ
イ
ン
の
作
成
委
託
、

測
量
業
務
等
の
委
託
、
旅
行
者
等
に
提

供
す
る
海
外
現
地
手
配
業
務
の
委
託
な

ど
、
実
に
幅
広
い
業
界
の
幅
広
い
業
務

に
関
し
、
下
請
法
に
基
づ
く
勧
告
や
指

導
が
な
さ
れ
て
い
る
。

る
。
こ
の
こ
と
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
た
め
に
、
勧
告
が
相
次
い
で
い
る

の
で
あ
る
。
他
方
、
純
粋
な
ナ
シ
ョ
ナ

ル
ブ
ラ
ン
ド
（
以
下
「
Ｎ
Ｂ
」
と
い
う
）

商
品
を
購
入
す
る
取
引
は
、
売
買
で
あ

っ
て
委
託
で
は
な
い
た
め
、
製
造
委
託

に
は
当
た
ら
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
Ｎ
Ｂ
商
品
を
ベ
ー
ス
に

特
注
で
色
や
大
き
さ
を
指
定
す
る
場
合

や
、
自
社
の
マ
ー
ク
を
入
れ
さ
せ
る
場

合
も
製
造
委
託
に
当
た
る
た
め
、
そ
の

範
囲
は
か
な
り
広
い
と
考
え
た
方
が
よ

い
。

　

意
外
な
と
こ
ろ
で
は
、
商
品
の
ラ
ベ

ル
や
ケ
ー
ス
の
製
造
を
委
託
す
る
こ
と
、

出
版
社
が
書
籍
の
印
刷
を
委
託
す
る
こ

と
、
旅
館
や
レ
ス
ト
ラ
ン
が
食
材
を
特

注
す
る
場
合
な
ど
も
、
製
造
委
託
に
当

た
る
。

（
２
）
修
理
委
託

「
修
理
委
託
」
は
、
修
理
業
者
が
請
け

負
っ
た
修
理
を
再
委
託
す
る
よ
う
な
場

合
が
典
型
的
で
あ
る
が
、
メ
ー
カ
ー
が

製
品
の
保
証
期
間
内
に
ユ
ー
ザ
ー
に
対

し
て
修
理
を
行
う
場
合
も
含
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
販
売
業
者
や
卸
売
業
者
で
あ

っ
て
も
、
修
理
を
「
業
と
し
て
」
請
け

負
う
場
合
に
は
、「
修
理
委
託
」
を
行
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
自
動
車

デ
ィ
ー
ラ
ー
が
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
請
け
負

者
」
に
当
た
る
の
は
、
資
本
金
一
〇
〇

〇
万
円
超
（
一
〇
〇
〇
万
一
円
以
上
）

の
企
業
等（
注
２
）で
あ
る
。下
請
法
は
、

簡
易
か
つ
迅
速
な
手
続
き
に
よ
り
下
請

事
業
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
主

眼
と
す
る
た
め
、
資
本
金
が
一
〇
〇
〇

万
円
を
超
え
る
か
否
か
に
よ
り
、
極
め

て
形
式
的
に
下
請
法
の
適
用
の
有
無
が

決
め
ら
れ
て
い
る
（
注
３
）。

　

し
た
が
っ
て
、
下
請
法
に
注
意
す
る

必
要
が
あ
る
の
は
大
企
業
に
限
ら
れ
な

い
。
中
小
企
業
で
あ
っ
て
も
、
資
本
金

だいとう・やすお
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審査・審判実務を担当。公取委勤務経験を活かし、独禁法および下請法
に関する専門的なアドバイスを行っている。著書に『平成21年6月改正
対応　建設業者のための独占禁止法入門』（共著、清文社）等。

（注１） 「平成23年度における下請法等の運用状況及び企業間取引の公正化への取組（概要）」
（公正取引委員会、平成24年5月）。
▶http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.may/120530.pdf

（注２） 企業はもちろん、出資がある限り、各種協同組合、金庫・公庫、社団法人、財団法
人等にも下請法は適用される。

（注３） ただし、資本金1,000万円以下の企業等でも、脱法的な行為は「トンネル会社規制」
として禁止される（下請法2条9項）。

図表１　勧告件数の推移

商品発注で勧告相次ぐ！
現場で注意すべき
下請法のポイント


